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本拠点は、現代南アジアの構造変動に関する理解を、重層化・多元化・輻輳化する社会運

動の歴史・政治・社会学的分析と文学分析、およびジェンダー視角を軸として深めることを
目的とする。さらに、対象研究領域に関して、すでに東京外国語大学が所蔵する文献・史資
料群を充実させることを系統的、意識的に追及し、国内における文献拠点となることをめざ
す。 

本拠点の第 1 期（2010〜2014 年度）の研究活動を通じて、経済自由化・グローバル化に
ともなう現代インドにおける構造変動が、個人、家族、コミュニティ・レベルの人々の意識、
ジェンダー関係に劇的な変容をもたらしたこと、アイデンティティの複合性と可変性がさ
らに加速化していること、ならびに、インドを特徴づけている活性化された⺠主政治が、そ
れまで社会的周縁に位置づけられてきた諸集団の積極的な異議申し立てなしには理解でき
ないという事実が明らかになった。第 2 期（2015〜2021 年度）では、社会運動の諸相をと
くに、人的紐帯の変化、および、それらを支える情動や感性の側面に焦点をあてること、対
象地域をさらに、南アジア地域に拡大するとともに、中国・東南アジア・イスラーム地域な
どの他地域との比較研究を意識的に組織化し、理論化を主導することに重点的に取り組む。 

東京外国語大学は、ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語を中心に南アジアの諸言語
の教育、および南アジア地域研究に関して明治期以来の⻑い歴史を有し、世界的に活躍する
高度職業人ならびに日本における南アジア研究の中核を担う研究者を輩出してきた実績が
ある。また、国内有数の南アジア諸語文献・南アジア関連の文献・史料の所蔵を誇る。さら
には、海外の南アジア研究者との学術交流にも⻑い伝統がある。こうした特⻑を最大限に⽣
かしつつ、本拠点はさらに国内外の南アジア研究者のネットワークのハブとして共同研究
を組織するとともに、若手研究者の育成を重点的に行い、南アジア地域研究のレベルを明示
的に高めることをめざす。 
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ババンンググララデデシシュュ・・ガガロロ母母系系社社会会ににみみるる土土地地相相続続のの論論理理とと実実践践 

上澤 伸子 

Logic and Practice of Land Inheritance in Garo Matrilineal Society, Bangladesh* 

Nobuko Uesawa** 

 
  In Bangladesh, the majority of population, the Bengali, practice patrilineal land 

ownership and inheritance, while the Garo people inherit land ownership primarily 
through women. However, Garo women's land ownership has historically not always 
been stable. The purpose of this paper is to analyze through the results of field 
research, whom and how the Garo women and their families negotiate with when they 
face a crisis of land issues. I will also look at how state regimes such as judiciary and 
bureaucracy play a part in resolving their land issues.  

This paper focuses on the cases of land conflicts among the Garo community in the 
1970s and 1980s. I will show that women and their families, who faced a risk to their 
land ownership, reaffirmed the matrilineal terms and rules adopted in the courts of land 
disputes between the Garos and the non-Garos, and reused them in land disputes 
between the Garos. Furthermore, I will argue that the logic of “matriliny” is not fixed 
and static, but flexible and dynamic, which is regenerated appropriate to the occasion. I 
will also demonstrate that “matriliny” is used by the only one tool for the Garos as 
indigenous people to justify their land ownership. Since the 1990s, external 
organizations like NGOs have supported the recovery of land ownership of the Garo 
women, presuming the logic of “matriliny”. In fact, I will propose that this premise 
was inspired by the practice of land recovery which Garo women and their families 
regenerated in the 1970s and 1980s. 

 

11..  ははじじめめにに  

 

                                                   
 本稿は、2014年9月27日に開催された日本南アジア学会第27回全国大会、および2021年3月26日に開催

された2020年度第2回FINDAS若手研究者セミナー「女たちの権利と活動」で行なった発表をもとに、

加筆・修正したものである。発表時に諸先生、諸先輩から有益なご意見やご指摘をいただいたことに

謝意を申し上げたい。 
 東京外国語大学アジア・アフリカ文化研究所ジュニア・フェロー 
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11--11..    問問題題のの所所在在とと本本論論文文のの視視座座  

バングラデシュでは、人口の大多数を占めるベンガル人がおもに父系的な土地所有・相続

を実践する一方で、ガロの人びとはおもに女性をつうじて土地所有権を相続してきた。しか

し、ガロ女性の土地所有権は、歴史的にかならずしも安定したものではなかった。本論文の

目的は、バングラデシュのガロ母系社会において、女性の土地所有権が危機にさらされたと

きに、女性とその家族が司法・官僚制度といった国家組織を相手にいかなる交渉を行なって

いるのかについて、人類学的データにもとづき明らかにすることである。さらに、土地紛争

解決プロセスにおいて、土地所有を正当化するためのツールとして「慣習法」が再利用され

ていることに着目し、そのプロセスに「母系制」論理や母系親族がどのような影響を与えて

きたかについて考察する。 
本論文の調査対象地域であるバングラデシュ中北部国境地帯において、ガロ女性の土地

所有権は、植民地期には英領政府によって定められた「部分的除外地域（Partially 
Excluded Areas）」の土地政策のもとで比較的保証されていた1。しかし、1947年の印パ分

離独立以降、政府の土地政策や、土地の経済的価値の上昇、不当な手段による土地占有とい

った外的要因に脅かされ、土地所有権をめぐるガロと非ガロ間の土地係争が顕在化していっ

た。ガロと非ガロ間の土地係争は、解決までに膨大な費用と時間がかかるため、ガロの人び

とが泣き寝入りするケースが多かった。 
一方、ガロとガロとの間で起きた土地問題は、コミュニティ内部で処理され、外部機関

に訴えられることなく、近年まで可視化されてこなかった。これらが表面化したのは、バン

グラデシュ独立以降のことである。1970年代から80年代、接収資産法や土地改革法などの

政府の土地政策や農業経済構造の変容といった外部要因とあいまって、NGOの土壌改良で

利用可能な農地が拡大したことにより人びとの私有地概念が高まり、個人主義や平等主義と

いったガロの人びと自身の価値概念も変容し、それまで優勢であった親族による調停機能は

低下していた。ガロ同士の土地問題が起きても、コミュニティ内部に歯止めをかける機能が

欠如していたのである。 
その後、1990年代以降にNGOなどの外部機関が、「母系制」の論理を自明のものとみな

して、ガロ女性の土地所有権回復を支援していることを考えると、1970-80年代の女性とそ

の家族による土地回復をめぐる実践が、変容の契機となった可能性がある。そうした問題意

識から、事例では、1970-80年代を中心に調査村で起きた土地相続実践を取り上げて分析す

ることによって、女性とその家族が、ガロと非ガロの土地係争の裁判で使われていた「母系

制」の論理を、どのようにガロ同士の土地問題に再利用したかが明らかになると考える。本

論文では、このような論理は固定化された静的なものというより、状況に合わせて再生され

る流動的で可変的なものであり、また少数民族であるガロの人びとにとって、土地所有権を

正当化できる唯一のツールであったことを明らかにする。 
                                                   

1 1936年に、イギリスは、特定の後進またはトライブ地域を除外または部分的に除外するという全インド

政策を拡大し、北部マイメンシンの5タナを部分的除外地域にすると決定した。とくに3つの政策（特別行

政官の任命、アボリジニ福祉協会の設立、1938-42年の当該地域の再調査）が際だっていた。土地に関し

ては、特別行政官がベンガル借地法（Bengal Tenancy Act 1885）にもとづいて、元の所有者に土地を返

還させる権限をもっていた［Bal 2007a: 165］。 
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11--22..    母母系系社社会会ににおおけけるる土土地地所所有有権権にに関関すするる先先行行研研究究  

近年、南アジアの経済発展により、農村女性たちの農業外収入の獲得が可能になり、土

地所有の重要性が相対的に低下しつつある。とはいえ、農村女性にとって土地はいまなお生

産手段であると同時に、アイデンティティを育み、社会的地位を規定するものとして重要な

意味をもつ。これらの現状を反映して、南アジアの土地所有と女性に関する議論は、ジェン

ダーの視点から女性の権利や地位、生産活動や食料の安全、共同管理などと関連づけられて

きた［Agarwal 1994; Rao 2008］。一連の議論の中で、ビーナー・アガルワール（Bina 
Agarwal）は、南アジアのガロ、カーシ、ナーヤルといった母系集団に属する女性が、父系

集団の女性よりも相対的に土地所有権を行使していることに注目した2。 
アガルワールによれば、19世紀後半、英領インドにおいてガロ母系集団の焼畑耕作地

が、政府によって国有林として指定されたため、ガロの人びとは焼畑耕作から水稲耕作への

移行を余儀なくされた。それに伴い、経済格差の増大、ジェンダー分業の変化、共有地の私

有化、母系相続の浸食が引き起こされた。もし政府による技術移転や土地所有・用益の介入

が、よりジェンダー平等、階級平等を前提としてなされていたら、かれらの慣習的な土地所

有・用益はそれほどまで浸食されることもなく、現在とはことなるガロの社会経済構造が生

まれていただろうと指摘する［Agarwal 1994: 154-168］。 
アガルワールの議論が、伝統的な社会経済構造と慣習的な土地所有・用益を前提とし、

変容の要因を外部に求める傾向があるのに対して、インドとバングラデシュのガロの人びと

を調査した言語人類学者のロビンズ・バーリング（Robbins Burling）は、慣習的な土地相

続実践の変容が外部要因だけではなく、ガロ社会の内部要因からも生じていると指摘した。 
バーリングによれば、バングラデシュのガロ社会においては、女性相続人が全財産を受

け継ぐという古い規則がガロの従うべきものとされるが、同時に、相続人以外の子どもが財

産を受け取れないのは不公平ではないかとも思われており、財産分与を決定する際に、既存

の原則と別の原則とが競合しているという。バーリングはこの「別の原則」について、土地

保有・相続に関する村人のさまざまな声を例として取り上げたうえで、最も重要な事実は、

原則あるいは規則に関する一般的な合意がないことであり、現在の土地保有に採用されてい

る新しい規則が立法化される可能性がない以上、新しい規則が最終的には個々の決定から具

体化されていくだろうと述べている。そして、単一の明確な規則がない場合、相続人の間で

紛争が起きる可能性があるとも指摘する［Burling 1997: 45, 147-149］。 
また、エレン・バル（Ellen Bal）はバーリングと同様に、子どもたち全員への財産分与

という近年の傾向を指摘したうえで、ガロの人びとが新・旧原則の競合状況からどのような

解決策を見出しているかを次のように記している。「このような財産分与は、バングラデシ

ュの裁判所で公式に適用されるガロ法に違反しており、もし母親が息子（たち）に財産を渡

すことにしたら、姉妹たちは訴訟を起こすことができる」［Bal 2007: 95］。バルによれ

ば、クリスチャンであるガロの人びとは、キリスト教的平等主義の影響を受けて子どもたち

                                                   
2 なお、カーシの母系制と財産相続についてはNongbri[2003]、ナーヤルの母系制については中根

［1958］、粟屋［1998, 2011］に詳しい。 
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全員に土地を分与しようとするが、のちの世代で親族内あるいは親族の間で土地係争が起

き、公的な場でガロ慣習法にもとづいて裁かれるというのである。つまり、現代バングラデ

シュのガロ社会では、土地相続に関する新しい原則が生まれたとしても、司法機関において

既存の原則に回収される傾向にあるといえよう。 
以上の土地所有・相続に関するふたつの立場のうち、前者のアガルワールは女性の主体

に焦点をあてながら、伝統的な慣習を均質的で不動のものとみなし、その不変的な慣習が外

部要因によって変容しているという立場をとる。一方、後者のバーリングやバルは、土地に

関する慣習がつねに可変的、流動的であり、それが外部要因だけではなく内部要因によって

も起き、時代や地域、親族や家族によって日々変わっていくという立場をとるが、女性の主

体に焦点をあてることには消極的である。 
本論文は、ガロ女性の土地相続実践が外部要因だけではなく、ガロ社会内部の生活様式

や価値概念の変容などによっても影響を受けるという後者の立場を指示するものである。さ

らに言えば、それらの要因は外部と内部に分けられるものではなく、相互に関係し合いなが

ら女性の土地所有・相続に影響を及ぼしていると考える。そして、土地所有権を守るプロセ

スにおいて、女性たちが外部機関に対してどのような交渉をしているかという、後者に欠け

ている点についても注目していく。 
以下では、2章でバングラデシュにおける女性の相続や財産を規定する家族法について、

各宗教コミュニティ別に概観し、ガロ「慣習法」の位置づけを確認する。3章では、議論の

もとになる調査の概要と、バングラデシュ中北部の調査村における母系親族集団の特徴につ

いて説明する。4章では、ガロの人びとが土地を失う理由を提示したのち、ガロと非ガロの

土地係争の裁判事例を紹介する。5章では、1970年代になって表面化してきたガロ同士の土

地係争の事例を取り上げ、ガロと非ガロの土地係争で使われていたガロ「慣習法」を、いか

にガロ同士の土地係争に再利用したかについて分析する。6章では、以上の分析結果をもと

に、土地係争における女性とその家族、親族の役割について考察を行なう。 
 

22..  土土地地所所有有・・相相続続ををめめぐぐるる理理念念  

  

2-1.  ババンンググララデデシシュュ相相続続法法  

バングラデシュの法制度は、憲法と一般法の2部門に分かれている。一般法は、民事訴訟

法、刑法、刑事訴訟法などの民法と刑法を含むが、家族法などの属人法（personal lawパー

ソナルロー）は含まない。家族法は宗教にもとづく慣習法をその法源としており、各人の信

仰する宗教の影響を強く受けている［イスラーム 2007: 44］。つまり、婚姻、離婚、婚

資、相続などの女性に直接影響を及ぼす事柄は、ムスリム、ヒンドゥー、クリスチャン、仏

教徒、少数民族などの各コミュニティの宗教法によってそれぞれ規定されている3。ただ

                                                   
3 たとえば、ムスリムは、ムスリム家族法に関する政令（Muslim Family Laws Ordinance 1961）、あ

るいはムスリム婚姻および離婚（登録）法（Muslim Marriages and Divorces (Registration） Act 
1974）などによって、ヒンドゥーはヒンドゥー寡婦再婚法（Hindu Widow’s Remarriage Act 1856）
などによって、クリスチャンはクリスチャン婚姻法（Christian Marriage Act 1872）などによって規
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し、少数民族の人びとに関して、宗教はほとんど法的役割を果たしていないと言われている

［UNESCO and Women for Women 2005: 7］。事例に入るまえに、南アジアにおける女

性の土地所有・相続を規定する家族法の法源について、宗教集団あるいは社会集団ごとに概

観し、そこにバングラデシュのガロ女性の法的資源がどのように位置づけられているのかみ

ておきたい。 
イスラーム法は、イスラーム教が誕生してから14世紀をかけて発展してきたものであ

る。第1法源のクルアーンは、ムスリムの信仰において、法的なものというより宗教的・精

神的なもの、神のことばである。第2法源のスンナは、預言者ムハンマドが生前に実践して

いた慣行であり、ムスリムが守るべき規範とされる。クルアーンは土地を含む相続権を女性

に与えていたが、いまだ男性のそれとは対等ではない。それでも、娘が息子の2分の1の財

産を相続することを考えると、クルアーンはヒンドゥーの法源よりも女性に重要な相続権を

与えているといえるだろう［Agarwal 1994: 98］。 
古代ヒンドゥーの相続と婚姻を規定する法は、イギリス植民地期の1772年に、ウォレ

ン・へースティングズの司法制度改革において、ヒンドゥー教徒の相続や合同家族などを定

める家族法としてイギリスにより採用され、今日のヒンドゥー法の形成に影響してきた。2
つの学派のうちダーヤバーガ（Dayabhaga）4はベンガルやアッサム地域に、ミタクシャラ

（Mitakshara）5はそれ以外の地域に適用された ［Agarwal 1994: 84-98］。バングラデシ

ュのヒンドゥー相続法は、英領期のベンガル地域で適用されたダーヤバーガの影響を受けて

いる。 
クリスチャン女性の相続権は、2つの法律で同時に守られ、ムスリムやヒンドゥーの女性

よりはるかに高い法的効力をもつ。そのうちの一つ、既婚女性財産法（Married Women's 
Property Act 1874）は、既婚女性の賃金または収入が彼女の特有財産（夫か妻の一方が単

独で有する財産）であることを規定する。この法はクリスチャン女性に適用され、ムスリ

ム、ヒンドゥー、仏教徒、スィク教徒、ジャイナ教徒には適用外である［イスラーム 
2008: 42］。また、もう一つの相続法第31条（Section 31 of the Succession Act 1865）
は、クリスチャンの夫と妻の間に同一の相互権利をもつとされる。もし無遺言の場合には、

1925年の相続法（The Succession Act 1925）が適用される ［Pereira 2002: 51; UNESCO 
and Women for Women2005: 33］。 

 

                                                   
定されている［UNESCO and Women for Women 2005: 7］。 

4 ダーヤバーガはミタクシャラのように先祖と個人取得資産の区別はなく、すべての男性のものであ

り、父の先祖の資産に対する息子の権利は、出生によって生ずるのではなく，父の死後に息子たちに

平等に分与される。未亡人とその娘は、男性相続人がいない場合に相続人としてとして認められる。

したがって、未亡人とその娘が資産を受け継ぐ可能性はミタクシャラより大きい［Agarwal 1994: 84-
98］。 

5 ミタクシャラには合同家族資産と分離資産の2つの資産タイプがある。家族資産は先祖の資産の利益と

権利は、4世代の男性メンバー（父系曾祖父、父系祖父、父、息子）によって合同で保有される。女性

は共同相続人（coparcenert）にはなれないため、後者よりも女性に不利である。分離資産は何らかの

資産は個人の権利として相続されるものであるが、女性は妻や未婚の女性として生活費のみを受け取

れる［Agarwal 1994: 84-98］。 



6 

22--22..

UNESCO and Women for Women 2005: 74  

mahari
 nokna

nokkrom

Marak, J. 2000: 140-142  

1950
Julius Marak Marak, J. 

2000

1930 40
R.W. Bastin Bastin 1954

6 
 3

0.5% Nakane 1967: 23-24  



   

7 
 

ロの所有地を「男性名で財産を登録させることは、正しい状況を示すことにはならない」と

して、ガロ社会における女性の土地所有権を認める一方で、男性の権威をどう回復するかに

苦慮し、その結果、「登録簿の最初に女性名を記し、その下に経営者であり夫である男性名

を記して、男女双方の名前を記録する」策をとったと記している［Bastin 1954: 47］。そ

の報告からは、父系的な土地所有・管理・相続に従ってきた行政官が、母系的な慣習の扱い

にとまどう様子をうかがい知ることができる。ただし、バスチンの策には、女性名のみで財

産を登録させるという選択肢はなかったようである。 
 

33..  調調査査のの概概要要  

  

33--11..  少少数数民民族族ガガロロ  

議論に先立ち、バングラデシュにおけるガロの人びとの位置づけを示しておく。ガロと

呼ばれる民族集団はインド・メガラヤ州に約82万人（2011年インド国勢調査）、バングラ

デシュ中北部に8～10万人（1991年国勢調査では約6万8千人）暮らしている。本論文が対

象とするバングラデシュに住むガロの人びとは主として、中北部のインド・バングラデシュ

国境から5～8キロメートルの東西に細長い一帯と、モドゥプール丘陵地、および首都ダッ

カに暮らしている。2011年の国勢調査によれば、総人口約1億4,400万人のうち98%をベン

ガル人が占め、少数民族はわずか1.1%（約158万人）にすぎない。ガロの人びとも、それら

29の少数民族の一つに数えられる7。 
ガロの人びとは、言語的にはチベット・ビルマ語派、ボド語群に属するガロ語と、バン

グラデシュの公用語であるベンガル語を使用している。宗教的には、ソンサレック

（Songsarek）と呼ばれる精霊信仰を守っていたが、植民地期以降、海外宣教団の布教によ

って徐々にキリスト教を受け入れていき、1990年代初期にはガロの90%以上がクリスチャ

ンであり、ソンサレックに従う者は5%であった［Bal and Takami 1999: 23; Bal 2007: 
134］。2011年バングラデシュ国勢調査で、ムスリムが約90%を占めるバングラデシュにお

いて、クリスチャンがわずか0.3%であることを考えると、ガロの人びとは民族的にも宗教

的にもマイノリティ集団と言えるだろう。 
 

33--22..  調調査査地地  

本研究の考察のもとになるデータは、バングラデシュ中北部マイメンシン県の国境に近

い村落において、2008年から2019年まで断続的に行った現地調査である8。とくに本論文の

                                                   
7 人権擁護団体であるバングラデシュ先住民族フォーラム（Bangladesh Indigenous Peoples Forum: 

BIPF） は、実際には45の先住民族が存在すると主張している［Drong(ed.） 2005: 58］。 
8 2008年度の調査は、基盤研究A「ジェンダーを巡る<暴力>の諸相―交差・複合差別における『家族親密

圏』の学際的研究」から助成を受けて行なった。2011～2012年度の調査は、独立行政法人日本学術振興

会「組織的若手研究者等海外派遣プログラム」による支援を受けて実施した。2014年の調査は、東京外

国語大学の大学院生調査支援を、2017と2019年度の調査は、南アジア研究センター・東京外国語大学拠

点の助成を受けて実施した。 
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より、雨季米（アモン米）と乾季米（ボロ米）を栽培している。60歳代以上の農民たちの

話によれば、以前は田植えや収穫のときに各世帯の耕作地を順番に回って共同で農作業をし

ていたという。その後、NGOが土壌開発をし、現金収入を目的とした米の生産を手がける

ようになってからは、土地所有者は男女の農業賃金労働者を雇って農作業をするようになっ

た。 
所有耕作地面積（表1参照）に関しては、7～32エーカーの耕地を所有する5世帯が、全耕

作地の4割を所有する一方で、37世帯は耕作地を所有していない11。農家が生計を立てるの

に必要とされる経営面積1.5エーカー以上の経営耕地をもつ世帯は34世帯で、全世帯の3割
にあたる。所有耕地のない37世帯のうち12世帯は、土地所有者から平均0.6エーカーの小作

地を借入している12。経営耕地をいっさいもたない残りの25世帯は、農業賃金労働などの収

入源をもつ。これまでガロ社会はしばしば「平等な社会」と言われてきたが、土地所有・利

用に関していえば、村人の間に明確な格差があるといえよう。 
 

33--33..  母母系系親親族族集集団団とと調調停停役役  

一般的に、ガロ母系社会は夫婦と子どもたちを1つの経済的な単位とする核家族を基本と

し、両親の面倒をみる娘世帯が屋敷地に共住する。それ以外の娘は、屋敷地が大きければ母

や姉妹と共住するし、住む余裕がなければ、別の土地に住む。息子は妻の住む土地に移り住

むことが多いが、これらはその家族の状況によって、さまざまなパターンがある。息子が母

の面倒をみることもあれば、娘が夫方居住を選択することもある。 
調査村における母系的な特徴を数値の上で概観すると、娘が母の母系親族集団名を継承

する世帯が9割（101世帯）、妻方居住が6.5割（73世帯）、女性が土地所有権をもつ世帯が

7.5割（85世帯）である。 
ガロの母系親族集団は、上位の外婚集団である「チャッチ」と、下位の外婚集団である

「マハリ」に区分される。チャッチにはサングマ、マラック、モミン と呼ばれる3つの外

婚集団があり、それぞれの下に多数の外婚サブ集団（マハリ）がある。たとえば、調査村の

「首長」として後述するサングマ系に属する「トルン・マンキン」という人物は、チャッチ

名がサングマ、人名がトルン、マハリ名がマンキンということになる13。現在ではチャッチ

名を名乗る人が少ないので、本書で示す母系親族集団は、断りがないかぎり後者のマハリを

指すこととする14。 
現在の調査村では、上位のチャッチ同士の婚姻（サングマ同士、マラック同士、モミン

同士）はタブーではなく、全体の26％を占めている。しかし、下位の外婚サブ集団（マハ

                                                   
11 借家の一世帯を除き、全世帯が耕作地の有無にかかわらず屋敷地を所有し、多くの世帯が池を所有し

ている。 
12 バングラデュの小作形態は、おもにボンドクbandak（借金の抵当に押さえられた所有地を債権者から

借り入れて小作する）と、ボルガbarga（生産物を地主と小作人が一定の比率で分配する）である［須

田 2010: 15］。 
13 本論文の被調査者名（母系親族集団名を含む）はすべて仮名である。 
14 ただし、現在でもチャッチが重要な意味をもつ場面、あるいはチャッチに重要な意味をもたせたい場面

では、チャッチ名を名乗る人もいる。 
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リ）をみてみると、マハリ同士の婚姻は現在でも厳しい外婚規則があるため、村には1組も

見あたらない。調査村では、チャッチ・レベルでみると、サングマの下に19マハリ、マラ

ックの下に15マハリ、モミンの下に3マハリの合計34のマハリがある。 
調査村の全111世帯から独身の3世帯を除いた108世帯を対象として、婚姻関係を分析した

結果、サングマ系マンキン・マハリ（妻19人、夫16人）、モミン系ガークラ・マハリ（妻

13人、夫10人）、マラック系ノクレク・マハリ（妻13人、夫7人）という3つのマハリが全

体の36%を占め、それら3マハリを中心とした村落であることが明らかとなった。 
さらに108世帯の親族関係をみると、マンキン・マハリがもっとも多数派で、ほぼどの家

にもマンキン・マハリの痕跡が見られる。そして村の牧師や教師などの指導的な立場にある

男性8人のうち、6人がマンキン・マハリの既婚男性である。したがって、数値の上では、

この村はマンキン・マハリ主流の村であるといってよいだろう。調査村の村落内婚と妻方居

住を通じて、マンキン・マハリの構成員が網の目のように各世帯に配置されているのであ

る。 
婚姻に関しては、両親か母方の兄弟、母系親族集団の長老などが、娘の配偶者を決めて

いたが、近年では、教会の催し、学校、村の行事などで知り合って恋愛結婚をする例が増え

ていると言われる［Ahmed, Ali and Begun 2010］。調査村で26名の男女にライフストー

リーを聞いたときには、アレンジ婚あるいは見合い婚（祖父母、父母、親族、兄弟姉妹、友

人をつうじて）が15名、恋愛婚（学校、教会の催し、仕事などで知り合う）が11名と、見

合い婚のほうが多かった。また、既存の研究で言及されていた母方交叉イトコ婚15やガロ独

特の求婚方法16は、調査村に限れば確認できない。 
ここで、土地問題が生じたときに重要な役割を果たしていたリーダーについて説明して

おきたい。ガロ社会では、家族や親族の問題は、母方オジ（ツラchra）や母方オジ・グル

ープ（ツラ・パンテchra pante）のリーダーシップによって親族集会で話し合われてきた。

1950年代の土地問題や喧嘩、不倫などの事例では、加害者と被害者双方の母方オジ（ツラ

chra）のリーダーが、それぞれ親族集会を招集し、リーダーシップをとって仲裁してい

た。集会には、調査村だけではなく他の村に婚出した同じマハリ（母系親族集団）のツラと

その妻たちや、当該マハリに属する男性も女性も出席して、意見を述べることができた。問

題によっては、父方オジたちが出席する場合がある。また教会に関係のある問題であれば、

教会の牧師や教会委員も解決に関わってくる。この親族集会の実態は多様であり、聞き取り

調査では、今でも必要があれば集会を招集して話し合うという人17がいれば、自分のマハリ

                                                   
15 インド側のガロの婚姻は、母方交叉イトコ婚と妻方居住の規則にしたがって、地域出自グループと呼

ぶ2つの母系出自集団の間で、男子を交換することによって、夫婦同居を成り立たせていたとされる 
［Nakane: 1967: 26］。 

16 ガロの求婚方法は、花婿の捕獲という形をとっていた。花嫁になる少女の兄弟や親族が、目当ての少

年を力ずくで少女の家に連れてきて一晩逃げないように閉じ込める。少年はこのプロポーズを快く思

っていても気の進まないふりをする。少年に受け入れられるまで、この捕獲を3回くり返す。もし3回
とも拒否されたら、少女は別の少年を選んで同じプロセスをくり返さなければならない。中根によれ

ば、クリスチャンの場合は捕獲ではなく、少女が少年にプロポーズの手紙を3回送る。このように少年

が求婚を拒否するふりをするのは、結婚後の夫の地位を高くするためであるという［Burling 1963: 
83-84; Nakane 1967: 69-74; Agarwal 1994: 103］。 

17 調査村に住むガロ女性への聞き取り調査によれば、2011年にインドとバングラデシュ合同のマハリ集
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混乱期に、少数民族の未登録地が政府管轄地（Khas landカース地）に編入され、場合によ

っては土地なしのベンガル人に再配分された21。第2は農地の資産価値が上がったことか

ら、偽造文書、脅迫などの非合法手段で、ガロの人びとの土地が奪われたケースである。第

3は、ガロの人びとが経済的理由から所有地を抵当に入れて現金を借り、返済不能となって

土地を失ったケースである。 
まず、第1の政府の介入について、中北部における土地問題を通時的に追いながら見てい

く。インド・パキスタン分離独立後、イギリス植民地政府によって中北部に指定されていた

部分的除外地域が解消されるとともに、それまで自由に往来できたガロ丘陵と東パキスタン

（現バングラデシュ）間に国境線が引かれると、東パキスタンに住むガロの人びとの生活は

一変した。インド側からムスリム・ベンガル人が避難してきたと同時に、南部からもムスリ

ム・ベンガル人が耕作地を求めて移ってきて、ガロの集住地域に流れ込んできたのである。

その後1960～1970年代には、ヒンドゥーとイスラームの宗教対立に端を発した暴動が起

き、少数民族を含む非ムスリム・ベンガルの人びとが大量にインドへ避難した。その後、イ

ンドへ逃れた人びとの土地は接収資産法にもとづいて、敵の財産とみなされ政府管轄地に組

み込まれたのち、一部は土地をもたないベンガル人に再分配された［Rahman (ed.) 2006: 
150-55］。 

調査村のガロ住民も、1964年の暴動と1971年の独立戦争のときに、自宅に一人か二人を

残して、ほぼ全員がインドへ避難した経験をもつ。一部のガロの人びとは、インドへ避難し

たのちそのまま定住した。現バングラデシュに帰還した人びとは、自分の土地やインドに移

住した親族から譲り受けた土地を、土地登記や名義変更（kharija カリジャ）をせずにその

まま使い続けた。この地域で1985年に土地測量と所有者確定作業が開始されたときに、土

地登記や名義変更の習慣のなかったガロの人びとの土地は、政府管轄地とみなされてしまっ

た。その後、政府は新聞やガゼットに広告を出して、計画的に土地を返却すると発表した

が、ガロの人びとの中には、たとえ登記のことを知っていたとしても、手続き方法がわから

なかった人や、ベンガル人の役人を恐れて名乗り出ることができなかった人もいた22。 
第2は、耕作地の資産価値が上昇したことにより、引き起こされた土地問題である。バン

グラデシュ独立後、NGOによる村落開発や高度な農業技術の導入により、地理的にも歴史

                                                   
験し、その平均面積は62デシマル（0.62エーカー）であることを明らかにした。実際に土地をはく奪され

た世帯に対する数値をみると、過去3世代ではく奪された土地の平均面積は504デシマル（5.04エーカ

ー）と膨大な数字におよぶと述べている［Barkat et al. 2009: 85, 99］。 
21 敵性資産法（Enemy Property Ordinance）は1965年の第二次印パ戦争の帰結であった。パキスタン

政府は非常事態宣言を宣言し、「敵性」と認められたヒンドゥーの所有地を強制的に接収した。戦争

終結後、それらの土地は正当な所有者に返還されるはずだったが、政府は「敵性資産法」を成立さ

せ、非常事態宣言下の時限条項を平時にも適用した。ヒンドゥーと共にインドへ逃れたガロの避難民

の所有地も敵性資産と宣言された。1971年の独立以降、それらの資産を移管したバングラデシュ政府

は1974年にその法の名称を接収資産法（Vested and Non-Resident Property Act）と改めた［ティム 
1993: 49-50; 外川 2004: 27］。政府は、それらの土地を政府管轄地（Khas land カース地）として編

入した。2001年にアワミ連盟政権のときに、選挙公約にしたがって接収資産法が廃止された［外川 
2004: 28］。また政府管轄地については、Barkat, Zaman and Raihan (2001)に詳しい。 

22 カリタスの担当職員へのパーラム・プロジェクトに関する聞き取り調査（2012年10月15日）によ

る。「パーラム」（Protection and Establishing Rights on Land of Adivasi in Mymensingh: 
PERLAM）は、マイメンシンの少数民族の土地問題を実践的に支援する目的で、2005年にカリタス本

部の独立した1部門として立ち上げられた。 
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性が相続するものと主張され、敗訴する可能性があるから」と答えた35。ロティシュのよう

な高学歴の男性たちは、合法的に法の網をくぐり抜ける策を考え出していることが判明し

た。 
以上、1970～80年代とその前後の時代の、ガロ同士の土地係争に関する4つのケースをみ

てきた。現在、ガロ社会において「母系制」の特徴がもっとも表れるのが土地に関する問題

である。上記の事例は、親族による支援が希薄になるなかで、土地所有者とその家族が土地

を回復しようとして、何らかの形で土地相続に関する「母系制」の原則を再利用しているこ

とが明らかとなった。事例2のバニは親族による慣習的な土地相続の再解釈にもかかわら

ず、「首長」の不在もあって完全には解決できなかったため、司法機関に訴え出て、本来は

ガロと非ガロの土地係争に用いられていたガロ「慣習法」によって解決した。事例3のドロ

ニは、「母系制」の親族用語や慣習的な相続法を持ち出し、司法機関においてガロ「慣習

法」にもとづいて勝訴した。事例4のロティシュは、男性が土地を相続したあとのもめ事を

回避するために、「母系制」の原則と対立しない形で事前策を講じた。4章2節で取り上げ

たようなガロと非ガロの土地係争の判例の積み重ねによって、「ガロ女性が土地を所有し、

相続する」という「母系制」の原則がますます強化され、結果的にガロ同士の土地係争に

も、再解釈、再利用されていったとも考えられる。 
 

66..  おおわわりりにに  

  
本論文では、ガロ女性の土地所有権が危機にさらされたときに、女性とその家族が、司

法機関・行政機関といった国家組織を相手にいかなる交渉を行なっていたのかという点と、

土地紛争解決のプロセスにおいて、「母系制」の論理や親族がどのように関わってきたかと

いう点について論じてきた。 

本論文の冒頭で取り上げたアガルワールが指摘するように、ガロ女性の土地所有権は、

政府の介入やマジョリティの土地占有といった外的要因の影響を大いに受けてきた。それら

の影響はガロと非ガロ間の土地係争という形で顕在化し、国際人権レジームの観点からは、

「マジョリティ」による「マイノリティ」の土地収奪と表現することができる。ガロと非ガ

ロ間の土地係争では裁判費用も時間もかかるため、ガロの人びとが泣き寝入りするケースが

多かった。それでも経済資本・社会関係資本・文化資本をもつ女性が所有権を主張すれば、

司法機関や行政機関といった外部の介入によって、「女性をつうじて土地の所有・相続す

る」という「母系制」の原則を尊重して解決がはかられてきた。 
ガロ同士の土地係争の事例において、女性が土地所有権をもつという「母系制」の原則

が、1970～80年代にいったん反故にされかけたが、皮肉なことに1990年代以降、地方自治

                                                   
35 ロティシュの話は、バルの以下の記述とも一致する。「通常、1人の娘が主要な相続人「ノクナ

nokna」として任命されたが、最近では、ますます多くの両親が子どもたち全員に財産を分けるように

なってきている。これはガロ法に違反している。なぜなら、今世紀中に文書化されたガロ法が、バン

グラデシュの裁判所で今でも公式に適用されているからである。したがって、もし母親が息子（た

ち）に財産を渡すことにしたら、姉妹たちは訴訟を起こすことができるのである。このような規則や

法規適用を避けるために、母親は名目上の金額で息子たちに売ることがある」［Bal 2007: 95］。 
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体の土地事務局やNGOなどの外部機関が、ガロ同士の土地問題に関わりはじめてから、再

度揺り戻しが起きている。今でこそ開発援助機関や司法機関は、「母系制」の原則を自明の

ものとみなして、ガロの土地回復を支援しているが、「母系制」の原則が外部機関に認めら

れるようになるまでは1970～80年代の、女性とその家族による土地回復をめぐる実践の積

み重ねがあったといえよう。 
利用可能な資源の乏しい少数民族ガロの女性にとって、「母系制」の原則は土地所有権

を正当化できる唯一のツールである36。男性の土地所有・相続という父系的な論理によっ

て、ガロ女性の土地所有権が危機にさらされたときには、女性をつうじて土地を継承すると

いう原則が実態としては脅かされているようにみえるが、土地係争をめぐる司法の場におい

ては「母系制」の原則が持ち出され、土地を取り戻すことが可能であった。この場合、バー

リングの述べるように「既存の原則」と「別の原則」が競合しているのではなく、女性をつ

うじて土地を継承するという「母系制」の原則は変わらずに、人びとの対応の仕方が、文脈

に合わせて流動的に可変的に見直されているのである。 
また、土地所有・相続をめぐる紛争解決プロセスにおいて、女性の交渉力や母系親族の

役割が変容していることが明らかになった。親族の役割が後退していくにつれ、親族内での

個人・家族の決定力や、外部に対する女性の交渉力が強まっていったこと、それと同時に、

親族の役割の後退が、地方自治体の介入やNGOによるサポート体制の強化をもたらしてい

る。1970年代以前、ガロ母系社会では、土地問題をはじめとする問題が起きると、母系親

族集団のオジ（ツラ）が、村落内外に住むオジたちや、母系親族の成員、さらに調査村の

「首長」を招集して、母系親族集会を開き、そこでさまざまな問題を解決していた。1970
年に強いリーダーシップをもつ「首長」が亡くなって以降、この役割を担う人物が現れず、

女性とその家族は個人的に外部機関に訴え出るしかなくなった。 
1つの事例で年代を代表できるわけではないが、前掲の事例から時系列で、女性や親族の

役割の変遷をみてみると、おおよその傾向がみえてきた。事例1の1960年代には、ガロの人

びとは、土地を個人や家族の所有地というより、母系親族の共有地という意識をもち、親族

の誰かに問題が起きれば親族全体で解決にあたっていた。この時代はガロ社会が大きく変容

した時期であり、親族間の土地係争の決裂が、教派の選択にまで影響を及ぼしていたのであ

る。 
事例2の1970年代には、土地係争に関する知識のない無学の寡婦は、親族に相談しなが

ら、単独で外部の司法機関や行政機関との交渉に臨み、勝訴した。それまで重要な役割を果

たしてきた母系親族集団の母方オジたちは、親族集会では主導的な役割果たしたが、外部機

関との交渉も財政的支援もしなかった。事例3の1980年代には、土地所有権をもつ女性とそ

の家族が主体的に土地問題に取り組み、ガロ「慣習法」や親族用語を再利用して土地を回復

したのに対して、親族はもはや訴訟前に「お墨付き」をもらうための名目上の存在でしかな

かった。事例4の1990年代になると、母から息子に譲られた財産をめぐって土地問題が生じ

る前に、男性は他の兄弟姉妹と相談して母に名目的に少額の土地購入代を払うという新しい

                                                   
36 土地以外の財産相続ついては、注30でインドのガロの事例を取り上げたが、バングラデシュのガロがど

のような動産を相続しているかは今後の課題としたい。 
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